
 

第１３号議案 

 

 

   府中市市税条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１７日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 
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   府中市市税条例の一部を改正する条例 

 

 府中市市税条例（昭和２９年５月府中市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３７条の２ 省 略 第３７条の２ 省 略 

２～８ 省 略 ２～８ 省 略 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場

合には、新たに第２３条第１項第３号又は第４号に該当する

こととなつた者に、当該該当することとなつた日から１月以

内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又

は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等

の所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号及び

第５０条第３項第１号において同じ。）（法人番号を有しない

者にあつては、名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務

所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場

合には、新たに第２３条第１項第３号又は第４号に該当する

こととなつた者に、当該該当することとなつた日から１月以

内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又

は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等

の所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号及び

第５０条第３項第１号において同じ。）（法人番号を有しない

者にあつては、名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務

所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は
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寮等の所在）、当該該当することとなつた日その他必要な事項

を申告させることができる。 

寮等の所在）、当該該当することとなつた日その他必要な事項

を申告させることができる。 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４

項及び第５項の規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４

項及び第５項の規定による補正の方法の申出） 

第６０条の２ 省 略 第６０条の２ 省 略 

 (1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を

提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資

産税について同じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定す

る法人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定す

る法人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

 (1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を

提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資

産税について同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定す

る法人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定す

る法人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

 (2)～(4) 省 略 (2)～(4) 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

 （種別割の減免）  （種別割の減免） 

第８１条 省 略 第８１条 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 
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(1) 省 略  (1) 省 略 

 (2) 軽自動車等の所有者等の氏名及び住所又は名称、事務所

若しくは事業所の所在地及び法人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）（法人番号を有しない者にあつては、名称及び

事務所又は事業所の所在地） 

 (2) 軽自動車等の所有者等の氏名及び住所又は名称、事務所

若しくは事業所の所在地及び法人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）（法人番号を有しない者にあつては、名称及び

事務所又は事業所の所在地） 

(3)～(8) 省 略  (3)～(8) 省 略 

３ 省 略 ３ 省 略 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２４条の３ 省 略 第１２４条の３ 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定す

る法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は

名称） 

 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定す

る法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号

又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は

名称） 
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 (2)～(3) 省 略  (2)～(3) 省 略 

３ 省 略 ３ 省 略 

 （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告）  （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１３２条 省 略 第１３２条 省 略 

 (1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称

及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同

条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、

住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

 (1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称

及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同

条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、

住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

 (2)～(3) 省 略  (2)～(3) 省 略 

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


